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令和３年度[第３３-Ｚ１１２５-０１号]富士山富士宮口五合目来訪者施設（仮称）

建築工事設計業務委託特記仕様書

Ⅰ 業務概要

１ 業務名称 令和３年度[第３３-Ｚ１１２５-０１号]

富士山富士宮口五合目来訪者施設（仮称）建築工事設計業務委託

２ 履行期限 令和５年７月２０日（木）限り

（ただし基本設計は、令和４年９月１日（木）限りとする。）

※配置・断面計画（案）は、令和４年６月 15日（水）までに提出すること。

３ 適用

本特記仕様書（以下「特記仕様書」という。）に記載された特記事項については、「○・」印が付いた

ものを適用する。

４ 業務種別

本業務の種別は以下による。

なお、詳細は、Ⅲ 業務仕様による。

○・建築基本設計に関する標準業務 ○・電気設備基本設計に関する標準業務

○・機械設備基本設計に関する標準業務

○・建築実施設計に関する標準業務 ○・電気設備実施設計に関する標準業務

○・機械設備実施設計に関する標準業務

○・建築基本又は実施設計に関する追加業務 ○・電気設備基本又は実施設計に関する追加業務

○・機械設備基本又は実施設計に関する追加業務

５ 予定工事費（諸経費、４週８休による労務費補正、地域地区補正及び消費税を含む。）

26.6 億円を上限とする。

６ 設計施設概要

(1) 施 設 名 称 富士山富士宮口五合目来訪者施設（仮称）

(2) 敷地の場所 静岡県富士宮市粟倉 地内

(3) 敷 地 面 積 2,400 ㎡程度（敷地の面積等は、本業務で検討する。）

(4) 構 造 規 模

※ 階数については、配置計画などにより変更を許容する。

・ 施設周囲の外構工事及び植栽工事の基本設計及び実施設計は、本業務に含む。

・ 造成工事（斜面地の造成・擁壁）の基本設計及び実施設計は、本業務に含まない。

名称 構造・階数 延床面積
静岡県建築設計等委託料算定基準

別表 2 建築物の類型用途

来訪者施設 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造・４階建程度※ 1,582 ㎡ 第十二号 第１類
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諸室面積 （単位：㎡）

★災害時避難のスペース・・・計 605 ㎡

※エレベーターは、障害者が来訪者利用諸室まで円滑に移動できれば設置は不要とする。

区 分 内 容 面積

登山情報提供機能

利用案内機能

ナビゲーター受付 12

レクチャールーム 45 ★

富士山保全協力金等受付 12

救護室・宿泊室 60 ★

臨時警察派出所 35

山岳派遣救助隊待機室 27 ★

高度順応のための

休憩機能

フリースペース（飲食可） 303 ★

展示・休憩スペース 155 ★

登山装備提供機能
登山用具レンタルスペース 28

ロッカー室 17

来訪者への

おもてなし機能

厨房・食品庫 76

売店 62

トイレ 156

キャノピー (254)

災害時避難機能

管理室・倉庫 48

会議室 15 ★

廊下・階段・受水槽・機械室・エレベーター※ 531

延床面積 （※キャノピーを除く） 1,582
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Ⅱ 設計の進め方

１ 静岡県業務委託契約約款（建築設計）に基づいて契約を履行する。

２ 別紙 1の設計理念に基づいて設計を進める。

３ 受注者は建築基準法及び建築士法等の法令上の設計者となるので、その責任を全うしなければな

らない。

４ 設計は建築基準法及び関係法令並びにこれに基づく命令及び条例の規定によるほか、国土交通省

大臣官房官庁営繕部監修の公共建築工事標準仕様書及び標準図並びに県の定める各種の設計基準（Ⅲ

２ 準拠すべき基準）等による。

５ 業務に先だち、別紙 2の業務実施計画書作成要領に基づいて業務実施計画書を監督員に提出する。

管理技術者等は提出した業務実施計画書に基づき業務を進め、進捗を監督員に報告すること。

６ 敷地を十分調査の上、監督員と綿密な打合せを重ねて設計を進める。

７ 設計の段階ごとに設計案を提出し、監督員の確認を受けてから次の段階へ進む。

８ 設計の一部について他の専門事務所に協力を求める場合は、十分な能力を有するものを選定する

とともに自らの責任において指導すること。なお、詳細は協力事務所承諾申請書等の提出（Ⅲ４ 協

力事務所承諾申請書等の提出）を参照のこと。

９ 工法・材料・機器類等の選定に当たっては、価格・実績・市場の流動性・維持管理の容易性等十分

な比較検討をして採用すること。

10 特定の新技術・新工法及び特許等に関わる導入については、十分な検討を行い優位性・合理性を有

することを検証し、監督員と協議の上、採用すること。

11 技術情報や見積書等の収集に当たっては、特定のものに偏よることなく又、設計に利害を有するも

のから過度の技術サービスを受ける事なく自らの責任において収集すること。

12 設計が終了したときは、監督員が指定する設計図書等の複製を提出して審査を受け、これに基づい

て所要の訂正を行い、検査を受けた後、成果物を引渡す。

13 前項のほか、監督員の指示により白焼図を適宜提出する。

14 概略工事工程表を作成する際は、監督員と協議した上で作成する。

15 CAD 図面の作成は、「静岡県 CAD 図面作成要領」によること。

16 工事特記仕様書は貸与する。

17 特記仕様書に明記されていない事項があるときは、発注者と受注者との間で協議して定める。

18 本業務の現地調査は、閉山期間（富士山スカイライン閉鎖期間である例年 11 月初旬から翌年 4月

下旬までの間）は不可である。

19 自然公園法（国立公園）や文化財保護法（特別名勝）などの許認可に関わる業務は静岡県が行うが、

許認可に必要な図面等の作成に協力すること。

20 自然公園法や文化財保護法などの許認可の条件を反映した計画とすること。

21 静岡県スポーツ・文化観光部文化局富士山世界遺産課及び関係者との調整を行い、それらを踏まえ

て基本設計及び実施設計を進めること。

22 基本設計終了後、発注者の関係者内で設計内容や予算について協議を行うため、必要な書類等の作

成に協力すること。また、協議結果について設計に反映すること。

23 造成工事の設計業務委託に用いるため、配置・断面計画（案）を令和４年６月 15 日（水）までに

提出すること。

24 別途提供する測量結果及び地質調査結果に基づき現地表層地盤の状況を把握し、安全かつ適切な

設計内容となるよう、十分検討を行うこと。

25 「ＺＥＢロードマップフォローアップ委員会とりまとめ」（平成 31 年３月経済産業省資源エネル

ギー庁）に基づくＺＥＢ Ready（ＢＥＩ≦0.5）を達成すること。
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26 基本設計（新築設計業務）において、設計検討用の簡易模型を用いて発注者側への説明等を行うこ

と。

27 基本設計の成果物である簡易パース（10 面）は、監督員と協議の上で作成すること。

28 静岡県により令和４年４月以降にオープンデータ化される３次元点群データ(静岡県東部地域（富

士山富士宮口五合目の周辺を含む。））について、パース等への活用を図ること。

29 緊急時に避難施設として使用できるよう、施設の一部を営業時間外に利用できる設計にすること。

30 バス等を降りた登山客が、富士山保全協力金等受付とナビゲーター受付を経由し登山口へ向かう

設計とすること。

31 本施設に使用する材料等は、耐候性に優れたものとする。

32 本施設は、直径 50cm 以下程度の噴石に耐えられる構造とする。参考として「活火山における退避

壕等の充実に向けた手引き」の中で「厚さ 40cm 程度の鉄筋コンクリート造の構造物の上部に敷砂等

の緩衝材を敷設すること」とされている。

33 落石等が施設に衝突するリスクを小さくした設計にすること。

34 本施設は、工場製作した柱、梁等を現場で組み立てるプレキャストコンクリート（PCa）の採用を

検討すること。

35 本施設は、機能や維持管理に支障はない範囲で、県産木材の活用を図ること。

36 本施設の開口部には、冬期の強風や積雪等から破損等を防ぐため、又、防犯対策として外部シャッ

ターを設置すること。

37 外装デザインは、「富士箱根伊豆国立公園 富士山地域管理計画書（平成 12年 1月）」によること。

38 本施設には、落雷から施設や登山客・観光客を守るため避雷設備を設けること。

39 発電設備については、県が別に検討する「導入可能なエネルギー源についての調査」の結果を設計

に反映させること。（調査結果の見込時期：令和４年 12月）

40 本施設には、受水槽（80ｍ3 程度）を計画している。受水槽容量については設計検討事項とする。

41 本施設には、雨水貯留槽（40ｍ3 程度）を設置しトイレ用水への利用を計画している。雨水貯留槽

容量については設計検討事項とする。

42 本施設には、汚水処理施設（500 人槽程度）を計画している。汚水処理容量については設計検討事

項とする。

43 上記 40～42 については、基本設計の段階で環境負荷軽減を踏まえた方式や容量等を検討すること。

44 排水先は、今後の関係機関との調整した結果を反映すること。

45 施設周囲の外構について、舗装や緑化を設計すること。

46 日常の運用方法やメンテナンス頻度等を考慮したランニングコストを詳細に検討すること。

47 本施設の工事費共通費について、「公共建築工事共通費積算基準」に基づき、富士山五合目の特殊

な地形、工事期間、立地条件及び気象条件を考慮して、率計算に含まれない積上げ項目を、基本設計

及び実施設計の各段階において適切に積算すること。

48 本施設の設計において、有識者によるアドバイザー体制の設置を検討しており、意見等の反映を検

討すること。

49 閉山期間（富士山スカイライン閉鎖期間）を考慮して、概略工事工程表、施工ステップ図や仮設計

画の作成、及び積算を行うこと。

50 建築工事の完成は、令和９年度を目標としている。

51 別に発注される造成設計業務委託の受注者と綿密に調整を図ること。

52 概算工事費が予定工事費に収まるための工事費縮減方策を、総合業務実施計画書に示すこと。
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Ⅲ 業務仕様

特記仕様書に記載されていない事項は、「業務委託共通仕様書（令和３年４月版）」の 3土木設計業務

等共通仕様書（第 1110 条第３項を除く）による。

１ 設計業務の内容及び範囲

(1) 標準業務の内容及び範囲

標準業務の内容は、次のア、イ、ウに掲げるものとする。

ア 基本設計

○・設計条件等の整理

○・条件整理

○・設計条件の変更等の場合の協議

○・法令上の諸条件の調査及び関係機関（環境省等の許認可は除く）との打合せ

○・法令上の諸条件の調査

○・計画通知に係る関係機関との打合せ

○・上下水道、ガス、電力、通信等の供給状況の調査及び関係機関との打合せ

○・基本設計方針の策定

○・総合検討

○・基本設計方針の策定及び建築主への説明

○・基本設計図書の作成

○・概算工事費の検討

○・基本設計内容の建築主への説明等

イ 実施設計

○・要求等の確認

○・建築主の要求の確認

○・設計条件の変更等の場合の協議

○・法令上の諸条件の調査及び関係機関との打合せ

○・法令上の諸条件の調査

○・計画通知に係る関係機関との打ち合わせ

○・実施設計方針の策定

○・総合検討

○・実施設計のための基本事項の確定

○・実施設計方針の策定及び建築主への説明

○・実施設計図書の作成

○・実施設計図書の作成

○・計画通知図書の作成

○・概算工事費の検討

○・実施設計内容の建築主への説明等

ウ 設計意図の伝達

・設計意図を正確に伝えるための質疑応答、説明等

・工事材料、設備機器等の選定に関する設計意図の観点からの検討、助言等

(2) 技術料等経費率の区分（技術料等経費の軽減に係る事項）



- 6 -

○・特に高い技術力又は創造力等が期待される設計

・通常の設計

・技術力及び創造力等を期待される箇所がやや少ない設計

・技術力及び創造力等を期待される箇所が限定される設計

・標準的に期待される技術力及び創造力を必要としない設計

(3) 対象外業務の有無（標準業務量の軽減に係る事項）

ア 建築技術職員等の関与の有無

○・有

・無

イ 資料提供等の有無

○・資料を提供しない

・提供する資料が極めて少ない

・類似の参考例がある

・類似の参考例があり準用等が可能

・準拠すべき設計図書（標準図）があり一部修正程度

・標準設計等の手直し程度

・簡単なセミトレース程度

ウ 積算業務の追加の有無

○・有

・無

エ 設計意図伝達業務の有無

・有

○・無

(4) 追加業務の内容及び範囲

○・積算業務（積算ソフトへの設計項目の入力、積算数量算出書の作成、単価作成資料の作成、見積

徴収、見積検討資料の作成、営繕工事積算チェックリストの作成、営繕工事積算数量チェックシ

ートの作成）

○・建築基準法に基づく計画通知等手続業務

○・計画通知の提出行為

○・確認済証の交付までに行われる必要な質疑・行政指導への対応

○・確認済証の受領行為

○・構造計算適合性判定の提出行為

○・適合判定通知書の交付までに行われる必要な質疑・行政指導への対応

・市町指導要綱による中高層建築物の届出書の作成及び申請手続業務（標識看板の作成、設置報告

書の届出）

○・建築物エネルギー消費性能確保計画作成及び申請手続業務（標準入力法）

○・「ＺＥＢロードマップフォローアップ委員会とりまとめ」（平成 31 年３月経済産業省資源エネル

ギー庁）に基づくＺＥＢ Ready（ＢＥＩ≦0.5）の達成（基本設計時における標準入力法による

省エネ計算の試算を含む）

・建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画作成及び届出業務

・建築物総合環境性能評価システム（CASBEE 静岡）による評価に係る業務

○・設計概要書の作成
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○・環境配慮型建物チェックシートの作成

○・リサイクル計画書の作成

○・概略工事工程表の作成

・建造物によるテレビ受信障害机上検討報告書の作成（予備測定除く）

○・長寿命化チェックシートの作成

(5) 難易度の有無（標準業務量の補正に関する事項）

ア 総合設計に係る難易度により業務量を補正する場合

○・特殊な敷地上の建築物

・木造の建築物（小規模なものを除く。）

イ 構造設計に係る難易度により業務量を補正する場合

○・特殊な形状の建築物

○・特殊な敷地上の建築物

・特殊な解析、性能検証等を要する建築物

○・特殊な構造の建築物（国土交通大臣の認定を要する建築物）

・免震建築物（国土交通大臣の認定を要するものを除く。）

・木造の建築物（小規模なものを除く。）

ウ 設備設計に係る難易度により業務量を補正する場合

○・特殊な敷地上の建築物

○・特別な性能を有する設備が設けられる建築物

２ 準拠すべき基準等

(1) 積算

○・静岡県建築工事積算基準

○・静岡県建築数量積算基準

○・静岡県建築設備数量積算基準

・

(2) 仕様書

○・公共建築工事標準仕様書（建築工事編）（国土交通省大臣官房官庁営繕部）

○・公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）（国土交通省大臣官房官庁営繕部）

○・公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）（国土交通省大臣官房官庁営繕部）

・公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）（国土交通省大臣官房官庁営繕部）

・公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）（国土交通省大臣官房官庁営繕部）

・公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編）（国土交通省大臣官房官庁営繕部）

・

(3) ガイドライン・指針等

○・ユニバーサルデザインを活かした建築設計（静岡県）

○・県有建築物コスト縮減ガイドライン（静岡県）

○・“ふじのくに”エコロジー建築設計指針（静岡県）

○・建築構造設計指針・同解説（静岡県）

○・防災拠点等における設備地震対策ガイドライン（静岡県）

○・建築設備耐震設計・施工指針（日本建築センター）

○・官庁施設の設計段階におけるコスト管理ガイドライン
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○・県有建築物長寿命化設計ガイドライン

○・建築設備設計基準（公共建築協会）

・学校施設の非構造部材の耐震化ガイドライン（文部科学省）

○・防災拠点等となる建築物に係る機能継続ガイドライン

○・静岡県環境物品等の調達に関する基本方針

○・ふじのくに色彩・デザイン指針（社会資本整備）（静岡県）

○・県有建築物環境・省エネルギー整備基準

○・富士箱根伊豆国立公園 富士山地域管理計画書（平成 12年 1月）

○・活火山における退避壕等の充実に向けた手引き

３ 成果物、提出部数等

(1) 基本設計

ア 成果物

(ｱ) 建築

○・計画説明書 ○・仕様概要書 ○・仕上概要表

○・面積表及び求積図 ○・敷地案内図 ○・配置図

○・平面図（各階） ○・断面図 ○・立面図（各面）

○・工事費概算書 ○・仮設計画概要書 ○・構造計画説明書

○・構造設計概要書 ・ ○・その他監督員の指示するもの

(ｲ) 電気設備

○・電気設備計画説明書 ○・電気設備設計概要書 ○・工事費概算書

○・配置図 ○・各階平面図 ○・各設備系統図

・ ○・その他監督員の指示するもの

(ｳ) 機械設備

○・機械設備計画説明書 ○・機械設備設計概要書 ○・工事費概算書

○・配置図 ○・各階平面図 ○・各設備系統図

・ ・その他監督員の指示するもの

(ｴ) その他

○・簡易パース（サイズ：A3、10 面）

・模型 ○・リサイクル計画書 ○・設計説明書

○・CGデータ ○・計画検討用の簡易模型及びスケッチ

○・概算工事工程表 ・

(ｵ) 資料

○・概算工事費計算書 ○・負荷計算書 ○・ランニングコスト計算書

○・コスト縮減検討書 ○・ユニバーサルデザイン検討書

○・各種技術資料 ○・各記録書 ○・その他監督員の指示するもの

イ 提出部数等

図面及び説明資料は、A3 判二ツ折り製本とし、5部提出する。

(2) 実施設計

ア 成果物

(ｱ) 建築
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○・建築物概要書 ○・工事特記仕様書 ○・施工条件特記仕様書

○・仕上表 ○・面積表及び求積図 ○・敷地案内図

○・配置図 ○・平面図（各階） ○・断面図

○・立面図（各面） ○・矩計図 ○・展開図

○・天井伏図（各階） ○・平面詳細図 ○・部分詳細図(断面含む)

○・建具表 ○・外構図 ○・総合仮設計画図

○・構造仕様書 ○・構造基準図 ○・伏図（各階）

○・軸組図 ○・部材断面表 ○・各部断面図

○・標準詳細図 ○・各部詳細図 ○・計画通知図書(申請用 FDを含む)

・中高層建築物の届出書・ ○・その他監督員の指示するもの

(ｲ) 電気設備

○・工事特記仕様書 ○・施工条件特記仕様書 ○・敷地案内図

○・配置図 ○・電灯設備図 ○・動力設備図

・電熱設備図 ○・雷保護設備図 ○・受変電設備図

・静止形電源設備図 ○・発電設備図 ○・構内情報通信網設備図

・構内交換設備図 ・情報表示設備図 ○・映像・音響設備図

○・拡声設備図 ○・誘導支援設備図 ○・テレビ共同受信設備図

・テレビ電波障害防除設備図○・監視カメラ設備図 ・駐車場管制設備図

○・防犯・入退室管理設備図○・火災報知設備図 ・中央監視制御設備図

○・構内配電線路図 ○・構内通信線路図 ○・電気設備設計計算書

○・昇降機設備図 ・搬送機設備図 ○・昇降機設備設計計算書

○・計画通知図書(申請用 FDを含む) ・中高層建築物の届出書

・ ・ ○・その他監督員の指示するもの

(ｳ) 機械設備

ａ 空気調和設備設計図

○・工事特記仕様書 ○・施工条件特記仕様書 ○・敷地案内図

○・配置図 ○・機器表 ○・空気調和設備図

○・換気設備図 ・排煙設備図 ○・自動制御設備図

○・屋外設備図 ・ ○・その他監督員の指示するもの

ｂ 給排水衛生設備設計図

○・工事特記仕様書 ○・施工条件特記仕様書 ○・敷地案内図

○・配置図 ○・機器表 ○・衛生器具設備図

○・給水設備図 ○・排水設備図 ○・給湯設備図

○・消火設備図 ○・厨房設備図 ○・ガス設備図

○・し尿浄化槽設備図 ・ごみ処理設備図 ・さく井設備図

○・屋外設備図 ・ ○・その他監督員の指示するもの

ｃ その他

○・空気調和設備設計計算書・給排水衛生設備設計計算書

○・計画通知図書(申請用FDを含む) ・中高層建築物の届出書

・ ・

(ｴ) 積算

○・工事費内訳書 ○・積算数量算出書（数量計算書及び数量計算補助図）
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○・建築（営繕工事積算チェックリスト、営繕工事積算数量チェックシート）

○・電気設備（積算数量チェックリスト、見積書チェックリスト）

○・機械設備（積算数量チェックリスト、見積書チェックリスト）

○・見積書 ○・見積検討資料（採用単価一覧表、見積比較表）

(ｵ) その他

○・模型（縮尺：1/100、寸法：594 ㎜×841 ㎜以上、着色、アクリル板(t=5)ケース付き、キャ

ビネ判写真及び写真データ共。）

○・パース（基本設計の成果物にある簡易パースを仕上げたもの）10 面

（サイズ：A3、難易度：標準。額入りとする。写真データ共。）

(ｶ) 資料

○・構造計算書 ○・雨水排水流量計算書 ○・換気風量計算書

○・空調負荷計算書 ○・省エネルギー計算書（標準入力法による）

○・コスト縮減検討項目チェックリスト ○・ユニバーサルデザインチェックシート

○・設計概要書 ○・環境配慮型建物チェックシート

○・リサイクル計画書 ○・景観配慮チェックシート

○・概略工事工程表 ○・打合せ記録簿

○・長寿命化設計チェックシート ○・その他監督員の指示するもの

イ 提出部数等

(ｱ) 図面

○・原図には、A2 判のトレーシングペーパーを用い、1部提出する。

○・原図は、ファイルに入れて提出する（工事名称等を背表紙に記入すること）。

(ｲ) その他

○・以下に指示がない限り、各 1部提出する。

○・工事費内訳書は、監督員の指定する様式により印刷した金額入り、金額抜きを各1部提出す

る。

○・設計計算書、積算調書及び採用単価調書は A4判左とじとし、各 1部提出する。

ウ 留意事項

(ｱ) 工事費内訳書は営繕積算システム RIBC２により作成する。なお、システムの利用に際して

は、一般財団法人建築コスト管理システム研究所（東京都港区西新橋 3-25-33NP 御成門ビル電

話番号 03-3434-3290）との間で営繕積算システムの利用契約を結ぶこと。

内訳書ファイルの作成に必要なデータは、監督員が供与する。

RIBC１により作成した後、RIBC２に変換し提出することは不可とする。

(ｲ) 構造計算にソフトを用いる場合は、事前に監督員の承諾を得る。

(ｳ) 構造計算適合性判定の申請先は、監督員との協議の上決定する。

(ｴ) 積算は、監督員の承諾を得た実施設計図をもって行う。

根伐図及び配管立体図等の数量計算補助図を適宜作成する。

(ｵ) 単価は、積算基準等に基づいて算出し、又は刊行物掲載価格、見積価格等を参考にして、適

正な価格を採用する。

採用する単価について一覧表を作成し、監督員の承諾を得る。

見積り先は 3者以上（適切な価格設定が困難であると予想される場合は 5者以上）とし、監

督員の承諾を受ける。また、比較表を作成し、見積額の整理をする。
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(ｶ) 設計図書及び工事費内訳書には、特定の製品名又は製造所名等を記載してはならない。ただ

し、これにより難い場合はあらかじめ監督員と協議する。

(3) 電子納品

ア 電子納品対象成果物

(ｱ) 対象成果物

○・設計概要 ○・工事費内訳書 ○・採用単価調書 ○・透視図 ○・レイヤリスト

○・設計図 ○・写真目次 ○・調査写真 ○・その他監督員の指示するもの

(ｲ) データ形式

○・文書：PDF 形式、オリジナル形式

○・図面：SXF(P21)形式、オリジナル形式

○・工事費内訳書：PDF 形式、オリジナル（RIBC２）形式

※オリジナルファイルを作成するソフトウェアは可能な限り一般的なソフトウェアを利用

するよう努める。

イ 提出物等

○・電子納品対象成果物を記録した CD-R または DVD-R 2 組（ラベルに工事名称等を焼き付けたも

の）

ウ その他

(ｱ) 「静岡県建築設計業務等電子納品要領」及び「静岡県営繕事業に係る情報共有・電子納品運

用ガイドライン」によること。（静岡県ＨＰ参照）

(ｲ) 提出された CAD データは当該施設に係る工事の受注者に貸与し、当該工事における施工図

及び当該施設の完成図の作成等に使用する。

４ 協力事務所承諾申請書等の提出

(1) 業務の一部について構造・設備等の他の専門事務所（以下、「協力事務所」という。）に協力を求

める場合には、速やかに協力事務所承諾申請書（様式 2）を提出すること。ただし、建築士法第 22

条の３の３に基づき相互に書面を交付した場合はこの限りでない。

また、協力事務所との契約書の写しを当該業務着手前に提出すること。

(2) 協力事務所の選定

協力事務所の選定にあたっては、構造事務所及び設備事務所について、それぞれ次の要件を満た

すものであること。

ア 構造事務所

建築士法（昭和 25 年法律第 202 号）による建築士事務所登録を受けていること。

イ 設備事務所

次のいずれかの事務所であること。

(ｱ) 建築士法（昭和 25年法律第 202 号）による設備設計一級建築士または建築設備士が 1名以

上所属していること。

(ｲ) 令和２・３年度静岡県建設関連委託業務入札参加資格者名簿に登録されていること。

５ 建設副産物対策

受注者は、設計にあたって建設副産物対策（発生の抑制、再利用の推進、適正処理の徹底）につい

て検討を行い設計に反映させるものとする。
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６ その他特記事項

受注者は、成果物又は成果物を利用して完成した建築物の内容を公表する場合には、あらかじめ、

発注者の承諾を得なければならない。

受注者は、発注者から配布及び提供された資料の再配布及び再利用をする場合は、発注者の承諾を

得なければならない。
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別紙 1

設計理念

１ 敷地

施設の敷地は、当該施設の用途に応じて、以下の事項を総合的に勘案して設計する。

(1) 地形、地質、気象等の自然的条件による災害の防止を図り、かつ、環境の保全に配慮する。

(2) 都市計画その他法律に基づく土地利用に関する計画との整合性を図り、良好な市街地環境等の形

成に配慮する。

(3) 施設の将来需要、敷地の有効利用、周辺環境への影響に配慮し、建築物・駐車場・緑地等の施設を

適切に配置する。

２ 施設

施設は、当該施設の用途に応じて、地域性、機能性及び経済性等の各観点から以下の事項を総合的に

勘案して設計する。

(1) 地域性

施設は、地域の歴史、文化及び風土に配慮し、周辺の自然環境及び都市環境と調和したものとする。

(2) 防災機能の確保

施設は、地震等の災害時に求められる機能に応じて、建築構造部材、非構造部材、設備機器等の総

合的な安全性を確保したものとする。

(3) 高齢者、身体障害者等への対応

施設は、高齢者、身体障害者等の円滑な利用に配慮したものとする。

(4) 環境保全への配慮

材料、機器等及び工法は、環境の保全に配慮したものとする。

(5) エネルギーの効率的利用

施設は、エネルギーの効率的利用及び熱の損失の防止と自然エネルギーの活用を考慮したものと

する。

(6) 地場産品の優先使用

工事に使用する建設資材等の選定にあたっては、地域経済の活性化を図るため、地場産品(県産木

材、県産品)の使用を、品質規格、価格及び生産能力等の観点から検討する。

特に、県産木材については、環境負荷の低減及び人にやさしい施設づくりの観点からも、構造材及

び内装材への積極活用を図るものとする。

(7) 資源の有効活用

材料及び機器等は、資源のリサイクル等有効利用を考慮したものとする。

(8) 快適性、利便性の確保

施設は、快適な室内環境及び外部環境が得られ、使いやすいものとする。

(9) 高度情報化への対応

施設は、設置目的に応じて高度情報化に対応できるものとし、かつ、安全性、信頼性を確保したも

のとする。

(10) メンテナビリティー及びフレキシビリティーの確保

施設は、維持・管理が容易に行うことができ、かつ、耐用期間中の需要等の変化に対応できるよう

配慮したものとする。

(11) 良好な品質の確保
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施設は、材料及び機器等を信頼性のあるものとするとともに、安全性、経済性等を考慮して、良好

な品質を確保したものとする。

(12) 長期的経済性（コスト縮減）への対応

材料及び機器等は、品質、性能、耐久性等を総合的に勘案し、ライフサイクルを通じて全体の費用

の軽減が図られるよう配慮したものとする。
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別紙 2

業務実施計画書作成要領

１ 業務実施計画

業務実施計画は契約図書の確認及び現地調査に基づき、履行期間内に契約図書に定められた業務を

適正に実施する方法等を業務に先だち具体的に決めることであり、業務実施の基本となるものである。

また、立地条件、用途、構造、規模等の設計与条件がそれぞれ異なるので、計画にあたってはそれら

の条件を充分に把握するとともに多角的に調査したうえで作成し、監督員に報告すること。

２ 業務実施計画書の内容

建築設計業務実施計画書の記載事項は概ね次のとおりである。

(1) 準拠する基準等

(2) 業務実施工程表（参考様式１）

なお、毎月 10 日までに前月の進捗状況を設計業務委託進捗状況報告書（参考様式 3）により報告

すること。

(3) 受注者管理体制系統図（参考様式 2）

(4) 総合業務実施計画書（業務の全般的な進め方、業務実施方法、業務管理方針、工事費縮減方策、概

算工事費の算出方法等）

(5) 使用する構造計算プログラム

(6) 建築士事務所登録の状況（建築士事務所登録通知書の写しを添付する。）

(7) 構造設計一級建築士又は設備設計一級建築士による法適合確認が必要な設計については、その氏

名及び所属する建築士事務所名（資格証及び建築士事務所登録通知書の写しを添付する。）
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（参考様式 1）業務実施工程表

（参考様式 2）業務管理体制系統図

1 10 20 1 10 201 10 201 1020 1 1020 1 1020 1 10 20 1 10 201 10 201 10201 1020 1 1020

委託業務細目
12月 １月 2月 3月8月 9月 10月 11月4月 5月 6月 7月

受  注  者  管  理  体  制  系  統  図

意匠担当 構造担当 建築積算担当 電気設備担当 電気設備積算担当 機械設備担当 機械設備積算担当

主任技術者 主任技術者 主任技術者 主任技術者 主任技術者 主任技術者 主任技術者

○○○設計事務所 ○○○設計事務所 ○○○設計事務所 ○○○設計事務所 ○○○設計事務所 ○○○設計事務所 ○○○設計事務所
氏名  ○○ ○○ 氏名  ○○ ○○ 氏名  ○○ ○○ 氏名  ○○ ○○ 氏名  ○○ ○○ 氏名  ○○ ○○ 氏名  ○○ ○○

【協力事務所】 【協力事務所】 【協力事務所】 【協力事務所】 【協力事務所】 【協力事務所】 【協力事務所】

○○○設計事務所 ○○○設計事務所 ○○○設計事務所 ○○○設計事務所 ○○○設計事務所 ○○○設計事務所 ○○○設計事務所

氏名  ○○ ○○ 氏名  ○○ ○○ 氏名  ○○ ○○ 氏名  ○○ ○○ 氏名  ○○ ○○ 氏名  ○○ ○○ 氏名  ○○ ○○

意匠担当技術者 構造担当技術者 建築積算担当技術者 電気設備担当技術者 電気設備積算担当技術者 機械設備担当技術者 機械設備積算担当技術者

氏名  ○○ ○○ 氏名  ○○ ○○ 氏名  ○○ ○○ 氏名  ○○ ○○ 氏名  ○○ ○○ 氏名  ○○ ○○ 氏名  ○○ ○○

氏名  ○○ ○○ 氏名  ○○ ○○ 氏名  ○○ ○○ 氏名  ○○ ○○ 氏名  ○○ ○○ 氏名  ○○ ○○ 氏名  ○○ ○○

【協力事務所】 【協力事務所】 【協力事務所】 【協力事務所】 【協力事務所】 【協力事務所】 【協力事務所】

○○○設計事務所 ○○○設計事務所 ○○○設計事務所 ○○○設計事務所 ○○○設計事務所 ○○○設計事務所 ○○○設計事務所

氏名  ○○ ○○ 氏名  ○○ ○○ 氏名  ○○ ○○ 氏名  ○○ ○○ 氏名  ○○ ○○ 氏名  ○○ ○○ 氏名  ○○ ○○

受   注  者

○○○設計事務所

管理技術者

氏名  ○○ ○○

資格番号 

一級建築士（           ）号



- 17 -

（参考様式 3）設計業務委託進捗状況報告書

受注者
委託名 住所：
工期 名称：
契約額 氏名：

項目 細目
進捗率
予定(実施) 実施内容・課題

備考 （打合せ日は◎記入）

※工程に大幅な遅れがある場合は備考欄に対処方法を記入し、修正工程を朱書きする

0%

図面作成 0%

施設要望 把握・整理・判断

予算確認 概算工事費、ｺｽﾄ比較 0%

設計書

数量拾い、見積徴収

法的確認 申請、済み証取得 0%

0%

0%

積算

0%

実施 図面作成 0%

工事計画 仮設計画、想定工程

0%

設備 基本

設計 法的整理 土地、建物、各種制限

現地調査 資料収集、敷地状況

0%

0%

0%

法的確認 申請、済み証取得

設計書

積算 数量拾い、見積徴収

0%

0%

0%

予算確認 概算工事費、ｺｽﾄ比較

実施 図面作成

工事計画 仮設計画、想定工程

0%図面作成

施設要望 把握・整理・判断

0%

0%

0%

設計 法的整理 土地、建物、各種制限

1 2 3

建築 基本 現地調査 資料収集、敷地状況

設計業務委託進捗状況報告書　　　　月分

4 5 6 7 8 9 10 11 12

0%

設計 中間検図 0%

0%

設計 中間検図
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様式 2

協 力 事 務 所 承 諾 申 請 書

１ 委託業務の名称

２ 施行箇所

３ 履行期間 着手 令和 年 月 日

完成 令和 年 月 日

４ 協力事務所名

※種別には、構造、設備（電気・機械設備）等の種別を記入すること。

５ 協力事務所の資格等

(1) 構造事務所

※建築士事務所登録通知書の写しを添付すること。

(2) 設備事務所（該当する種別及び区分の番号に○印をつけること）

※該当する区分により、資格者証(写)又は入札参加資格の結果通知書(写)を添付すること。

※各主任技術者の経歴書及び資格者証(写)を添付すること。

６ 履行体制（別添）

上記のとおり業務の一部を協力事務所に再委託したく、静岡県業務委託契約約款（建築設計）第

７条第３項に基づき申請しますので、承諾願います。

令和 年 月 日

静岡県知事 様

住所

受注者 商号又は名称

氏名

種別 住 所 商号又は名称 氏名
契約金額（予

定）

建築士事務所登録の番号 （ ）建築士事務所 （ ）知事登録 （ ）第 号

種別 区分

設備 ①設備設計一級建築士又は建築設備士が所属する事務所

(電気・機械設備) ②静岡県建設関連委託業務入札参加資格を有する事務所

設備 ①設備設計一級建築士又は建築設備士が所属する事務所

(電気・機械設備) ②静岡県建設関連委託業務入札参加資格を有する事務所

種別 主任技術者職 主任技術者氏名 経験年数 資格等
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別添

履行体制に関する書面
令和 年 月 日

受注者

住所

氏名

………… …………

（備考）本様式は、適宜加除して差し支えないものであるが、次の項目は必須事項とする。

（１）再委託の相手方の氏名（若しくは代表者氏名）

（２）再委託の相手方の住所

（３）再委託を行う業務の範囲（若しくは内容）

（受注者）

××株式会社

○○○有限会社

住所、電話：

代表者氏名：

担当業務範囲

若しくは内容

△ △ に 関 す る

□□地区基礎調

（再委託先１）

○○○株式会社（予定）

住所、電話：

代表者氏名：

担当業務範囲

若しくは内容

（再委託先２）

○○○合資会社

住所、電話：

代表者氏名：

担当業務範囲

若しくは内容

（再委託先３）

（再委託先４）
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成果物の取扱いに係る特記仕様書

第１条 適用範囲

本仕様書は静岡県が発注する測量業務、土木関係の建設コンサルタント業務、建築関係の建設コンサ

ルタント業務、地質調査業務及び補償関係コンサルタント業務の委託に適用する。

第２条 成果物の流出防止

受注者は、本業務の成果物(業務を行う上で得られた記録等を含む。以下同じ。)について適切な流出

防止対策をとらなければならない。

第３条 成果物の使用及び複製について

受注者は、成果物の使用及び複製を申し出る場合には、別紙申出書を発注者に提出して承諾を得なけ

ればならない。

第４条 疑義

本仕様書に疑義が生じた場合は、速やかに発注者と協議すること。
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別紙１

成果物の使用及び複製申出書

年 月 日

発注者 様

下記の委託業務の成果物について、静岡県業務委託契約約款（建築設計）第６条の４

に基づき使用及び複製をしたいので申出します。

記

１ 業務委託の名称

２ 使用及び複製の目的

３ 使用及び複製の内容

４ 成果物の使用及び複製について

(1) 成果物の取扱いについては、発注者の承諾条件を遵守します。

(2) 情報流出事故により生じた第三者への損害の賠償については、受注者がその

責めを負います。

住所

受注者

商号又は名称

代表者氏名


